
令和７年度第３回知立市総合教育会議 次第
日時 令和８年２月１９日(木)

午後１時１５分から
場所 知立市役所 第４会議室

１ 開会

２ 議題
（１）知立市教育大綱について（P3~P6)
（２）その他

・R8機構改革 等
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出席者名簿

市長 石川 智子

教育長 宇野 成佳

教育委員 伊藤 沙織

教育委員 寺田 節子

教育委員 蔭山 英順

教育委員 大橋 均

事務局（総合教育会議・教育委員会）

企画部長 山﨑 保志

教育部長 市川 敏一

企画政策課長 伊藤 慎治

学校教育課長 丹羽 康二

企画政策課長補佐 佐藤 浩二

企画政策課主事 大西 佑弥
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知立市教育大綱（R8～R12）（改定案）に対するパブリックコメント意見及び市の考え方 

実 施 期 間 ： 令和８年１月６日（火）～２月４日（水） 

意 見 提 出 数 ： １件（個人１名） 

※いただいたご意見につきましては、回答の便宜上、市において番号（①～④）を付して整理しています。 

 

番号 内容 意見 市の考え方 

１ 教育大綱改定案の表現に

関する意見 

２ ふるさとを愛し、自立・協働・創造が息づく社会

をつくるために、生涯学習活動を推進します。 

郷土愛や自立・協働・創造が息づく社会をめざし

て、誰もが全てのライフステージで自分らしく楽し

みながら学び続けるとともに、①地域生涯学習、②

スポーツやボランティアなどの多様なニーズに応じ

た活動を支援していきます。 

 ① 「地域生涯学習」を「探究的な生涯学習」とし

てはどうかとのご意見をいただきました。 

 ② 「スポーツやボランティア」を「スポーツや芸

術・文化、ボランティア」としてはどうかとのご

意見をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

① 「地域生涯学習」を「探究的な生涯学習」として

はどうかというご意見について 

   「探究的な」という表現は、主に学校教育にお

いて用いられる概念であると考えます。 

基本的方針２は、生涯学習についての市の方針

を定めているものであり、当市において、こども

から大人、高齢者まで、誰もが地域を基盤とし

て、生涯学習やスポーツなどを身近に感じ、学び

を深められる環境づくりに取り組んでいくことを

「地域生涯学習」と表していますので、原案のと

おりとさせていただきます。 

② 「スポーツやボランティア」を「スポーツや芸

術・文化、ボランティア」としてはどうかというご

意見について 

ご意見をいただきました「芸術・文化」につき

ましては、教育大綱では、基本的方針３の「文

化・芸術活動」として位置付けていますので、生

涯学習についての方針を定める項目に重ねて記載
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することはせず、原案のとおりとさせていただき

ます。 

３ 豊かな心を育み、潤いのある社会を築くために、

伝統文化の継承と③文化・芸術活動を推進します。 

豊かな心を育み、潤いのある社会を築くために、

知立市に関連する歴史的な資産・文化財・④祭行事

などの適切な保存と活用を進め、文化・芸術活動を

促進するための事業を充実するとともに、活動を支

える人材や団体を支援・育成していきます。 

 ③ 基本的方針３の中の「文化・芸術活動」を「未

来への文化・芸術活動」としてはどうかとのご意

見をいただきました。 

 ④ 「祭行事」を「まつり行事」としてはどうかと

のご意見をいただきました。 

 

③ 基本的方針３の中の「文化・芸術活動」を「未来

への文化・芸術活動」としてはどうかとのご意見に

ついて 

「未来への」という表現については、その対象

や内容が必ずしも明確ではなく、文化・芸術活動

を特定の方向性に限定する印象を与えるおそれが

あると考えますので、あえて「未来への」といっ

た限定的な表現は用いず、原案のとおりとさせて

いただきます。 

④ 「祭行事」を「まつり行事」としてはどうかとの

ご意見について 

   ご提案いただきました「まつり」という表現

は、「かきつばたまつり」、「知立まつり」、

「よいとこまつり」などを通じて、市民の皆様に

広く浸透している用語であると考えています。 

一方、原案では、「歴史的な資産・文化財・祭

行事など」と整理し、「祭行事」は「歴史的な」

にかかり、古くからの祭礼的な意味を持っている

ことから、原案のとおりとさせていただきます。 
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行政組織・機構の見直し案の概要について 

 

１ 行政組織・機構の見直しの目的 

 (1) 市長政策及び第７次総合計画の基本方針を推進する体制とすること。 

 (2) 市民、関係団体、地元企業等との関わりを強化する体制とすること。 

 (3) 新たな行政需要について、課題に積極的に取り組む体制とすること。 

２ 重点項目 

 (1) 知立駅周辺整備事業に合わせて、周辺一帯の魅力的なまちづくりを推進する

とともに、その魅力を市内外に効果的に発信する。 

 (2) 防災、防犯等に関し、自助力、共助力を強化するため、町内会や市民活動と

の連携強化を図る。 

 (3) 福祉分野における支援の狭間をなくすため、重層的な支援体制の整備を図る

ともに、こども家庭センターの機能強化及び充実を図る。 

 (4) 商工業振興と企業立地を一体的に推進するとともに、農業振興も含めた市内

産業全体の振興を図る。 

３ 改正内容 

 (1) 部局、課及び係の廃止、新設、統合、名称変更等 

  ① 部局の名称変更 

・ 「危機管理局」→「市民協働部」、「福祉子ども部」→「福祉こども部」、

「市民部」→「産業環境部」 

  ② 課の廃止、新設、名称変更等 

   ・ 「企業立地推進課」を廃止する。 

   ・ 「地域活動推進課」を新設する。 

   ・ 「子ども課」を「こども家庭課」と「保育支援課」とに分離する。 

   ・ 課の名称を次のとおり変更する。 

      「協働推進課」→「まちづくり政策課」、「企画政策課」→「企画情報

課」、「経済課」→「産業振興課」、「まちづくり課」→「都市整備課」 

  ③ 係の廃止、新設、統合、名称変更等 

   ・ 「まちづくり政策係」、「観光振興係」、「地域福祉係」及び「こども家庭

相談係」を新設する。 

   ・ 「企業立地推進係」を「商工振興係」に、「長寿係」を「地域支援係」に
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統合する。 

   ・ 係の名称を次のとおり変更する。 

      「地方創生ＳＤＧｓ係」→「企画統計係」、「保護援護係」→「生活保

護係」、「児童家庭係」→「こども育成係」、「商工観光係」→「商工振

興係」、「農政係」→「農業振興係」、「道路工務係」→「整備係」、「河

川工務係」→「維持係」、「まちづくり推進係」→「都市整備係」 

 (2) 部及び課間の移管 

  ① 「市民課」を「市民部」から「総務部」に移管する。 

  ② 「協働人権係」を「企画部」から「市民協働部」に移管する。 

４ 部、課及び係の増減数 

区 分 改正後 現 行 増減数 

部 １１ １１ ０ 

課 ３０ ２９ １ 

係 ６２ ６０ ２ 

合計 １０３ １００ ３ 
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【教育委員会事務局】 【教育委員会事務局】

こども家庭相談係

保護援護係

旅券庶務係

戸籍住民係

安心安全課 防災係

地域福祉係

生活保護係

公園緑地係

議事係

監査委員 監査委員事務局 監査係

図書係

議     会 議会事務局 議   事   課 庶務係

スポーツ振興係

文   化   課 文化振興係

学校教育課 学校教育係

生涯学習スポーツ課 生涯学習係

学校給食係

浄水係

教　育　委　員　会 教　育　部 教育庶務課 教育庶務係

水道工務係

会計管理者
会  計  課

会計係

水道事業管理者 上下水道部 水   道   課 料金係

下水工務係

上下水道部 下 水 道 課 下水庶務係

鉄道高架係

都市開発課 市街地整備係

区画整理係

都市整備課 都市整備係

公園緑地係

都市整備部 都市計画課 都市企画係

施設管理係

建 　築　 課 建築係

維持係

整備係

建   設   部 土　 木 　課 管理係

ごみ減量係

環　 境　 課 ゼロカーボン推進係

農業振興係

産業振興課

産業環境部

商工振興係

母子保健係

健康増進課 成人保健係

医療係

国保医療課 国保年金係

地域支援係

介護保険係

市長 副市長 保険健康部 長寿介護課

子育て支援係

こども家庭課 こども育成係

保育支援課 保育係

福祉こども部 福祉課 障がい福祉係

防犯交通係

観光振興係

市民協働部 地域活動推進課 協働人権係

徴収係

市　 民　 課

資産税係

税 　務 　課 市民税係

人事係

総　 務　 課 総務係

契約検査係

資産経営係

企画統計係

財　 務 　課 財政係

企   画   部 まちづくり政策課 秘書広報係

企画情報課

協働人権係

学校教育課 学校教育係

教　育　委　員　会

ＤＸ推進係

浄水係

監査委員 監査委員事務局 監査係

まちづくり政策係

ＤＸ推進係

議事係

議     会 議会事務局 議   事   課 庶務係

スポーツ振興係

図書係

文   化   課 文化振興係

生涯学習スポーツ課 生涯学習係

学校給食係

教　育　部 教育庶務課 教育庶務係

水道工務係

水道事業管理者 上下水道部 水   道   課 料金係

会計管理者
会  計  課

会計係

下水工務係

上下水道部 下 水 道 課 下水庶務係

鉄道高架係

都市開発課 市街地整備係

区画整理係

まちづくり課 まちづくり推進係

都市整備部 都市計画課 都市企画係

施設管理係

建 　築　 課 建築係

河川工務係

道路工務係

建   設   部 土　 木 　課 管理係

ごみ減量係

環　 境　 課 ゼロカーボン推進係

農政係

戸籍住民係

経 　済　 課 商工観光係

市   民   部 市　 民　 課 旅券庶務係

母子保健係

健康増進課 成人保健係

医療係

国保医療課 国保年金係

地域支援係

介護保険係

市長 副市長 保険健康部 長寿介護課 長寿係

子育て支援係

保育係

子　ど　も　課 児童家庭係

福祉子ども部 福 　祉 　課 障がい福祉係

防犯交通係

安心安全課 防災係

危機管理局

徴収係

資産税係

税 　務 　課 市民税係

財　 務 　課

資産経営係

人事係

契約検査係

企画政策課 地方創生ＳＤＧｓ係

企業立地推進係

財政係

企   画   部 協働推進課 秘書広報係

企業立地推進課

知　立　市　行　政　機　構　図

改編後の組織（令和８年度から） 現行の組織（令和７年度まで）

総   務   部 総   務   部 総　 務　 課 総務係
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